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住宅防火診断

　消防署では，春季火災予防運
動の一環として，住宅からの出
火防止と火災による死傷者の減
少を図るため，消防署員が災害
時要援護者世帯を訪問し，住宅
防火診断を実施します。

◦対象　小野田・厚狭小学校区
の災害時要援護者世帯

◦実施期間　3 月中

◦問い合せ先
　消防本部予防課（☎ 83-3556）

農業委員会委員選挙人名簿の
縦覧

　平成 23 年 1 月 1 日現在の山
陽小野田市農業委員会委員選挙
人名簿の縦覧および異議申出の
受付を次のとおり行います。こ
の期間を過ぎると追加登録や誤
記等の訂正ができませんので，
登録漏れ等がないか確認しま
しょう。

◦縦覧（異議申出）期間
　2 月 23 日㈬〜 3 月 9 日㈬
　8:30 〜 17:00

◦縦覧（異議申出）場所・
　問い合せ先
　選挙管理委員会事務局

　（☎ 82-1183）

多重債務相談会

◦とき
　毎週木曜日　19:00 〜 21:00
　毎週日曜日　14:30 〜 16:30
※第 1 日曜日は除きます。
※都合により実施しない日があ

りますので，事前にお問い合
わせください。

◦ところ
　小野田勤労青少年ホーム 音楽室

◦相談料　無料

◦問い合せ先
　NPO法人ほっとの会  担当:中村

　（☎ 090-7546-0898）
　消費生活相談窓口
　（生活安全課内　☎ 82-1133）

生活再生無料相談会

　お金をめぐる暮らしの問題（学
費，家賃，医療費，生活資金，
借金など）の相談会です。具体的
な解決方法をお聞きになってみ
ませんか。

◦とき
　2 月 24 日㈭　10:00 〜 16:00

◦ところ　文化会館 研修室

◦相談料　無料

◦申込方法　事前に電話で予約

◦問い合せ・申込先
　グリーンコープ生活再生相談室

　（☎ 083-229-2955）
　消費生活相談窓口
　（生活安全課内　☎ 82-1133）

山口県の最低賃金の改定

■特定（産業別）最低賃金
◦鉄鋼業，非鉄金属製錬・精製

業，非鉄金属・同合金圧延業，
非鉄金属素形材製造業
　最低賃金：808 円（1 時間）

◦電子部品・デバイス・電子回路，
電気機械器具，情報通信機械
器具製造業
　最低賃金：736 円（1 時間）

◦輸送用機械器具製造業
　最低賃金：782 円（1 時間）

※効力発生日は平成 22 年 12 月
15 日です。

◦問い合せ先
山口労働局賃金室

（☎ 083-995-0372）

平成22年国勢調査による
人口・世帯数がまとまりました

　昨年 10 月に実施した国勢調
査にご協力いただきありがとう
ございました。調査結果の速報
値がまとまりましたのでお知ら
せします。

◦人口　64,566 人
　（平成 17 年：66,261 人）

◦世帯　25,516 世帯
　（平成 17 年：25,336 世帯）
※数値は，県速報値によるもので

す。総務省統計局が公表する結
果とは異なる場合があります。

◦問い合せ先
　情報管理課（☎ 82-1158）

自動販売機設置者を募集します
❖対象施設と設置台数
　市役所 2 台，総合事務所 4 台，厚狭図書館 1 台，

赤崎公民館 1台，本山公民館 1台，厚狭公民館 1台，
高泊公民館 1 台，山陽消防署 1 台，埴生公民館 1 台，
高千帆運動広場 1 台，赤崎運動広場 1 台
❖応募資格　市内の公共的団体等
❖選定方法　設置者の選定順位は次のとおりです。
　①未設置の公共的団体等　②既設置の公共的団体等
※応募が複数の場合は抽選により決定します。

❖許可期間　1 年以内（当初の使用許可の日から 4
年を超えない範囲で更新できます。）
❖使用料　行政財産使用料徴収条例に基づき徴収
❖応募期限　2 月 28 日㈪
❖応募方法
　管財課に備え付けの応募用紙に

必要事項を記入し提出。応募用
紙は，市ホームページからもダ
ウンロードできます。

〈問い合せ・応募先〉管財課（☎82-1128）


